
福岡市の新しい附置義務条例
（駐車場・駐輪場）が
平成２９年４月１日から

施行されます

○ 『福岡市建築物における駐⾞施設の附置等に関する条例』及び
『福岡市⾃転⾞等駐⾞場の附置及び建設奨励に関する条例』
(以下，「附置義務条例」という。)では，⼀定規模以上の建築物
の新築，増築などの際に，駐⾞場，駐輪場の設置を義務づけ
ております。

○この度，附置義務条例の⼀部が改正され，平成２９年４⽉１⽇から
改正後の附置義務条例が施⾏されます。

○平成２９年４⽉１⽇以降に附置義務条例の審査願を提出される際
には，附置義務条例の改正によって新しい基準が適⽤されますので，
注意をお願いします。

○詳細についてはホームページをご確認ください。

福岡市 附置義務 検 索

■問い合わせ先
福岡市 道路下⽔道局 管理部 駐⾞場施設課 担当 ⼭王，中野
TEL：092-711-4443 FAX：092-733-5864



 
 
 
 

 本市では，平成26年5月に策定した「福岡市都市交通基本計画」において，公共交通

を主軸とした総合交通体系の構築を目指すこととしており，マイカーから公共交通への

転換促進や自動車交通を削減・抑制する様々な交通対策の一環として，条例の見直しを

行うもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福岡市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例案 

２．現在の附置義務制度と見直し案の概要 

１． 改正理由 

＜目標とする交通体系のイメージ＞ 

７．新たに追加する施策 
  ■⾃動⼆輪⾞駐⾞施設の確保・・・3-(2) 

■都⼼部における施策・・・3-(3) 
①公共交通利⽤促進措置の実施による台数低減 
②隔地制度の運⽤による駐⾞場の集約化 

⾒直し案 
１．対象地域 

⾒直し無し 

２．対象建築物の⽤途及び規模 
⾒直し無し 

３．附置義務台数の算定式 
⾒直し無し 

５．⾞いす利⽤者のための駐⾞施設 
⾒直し無し 

６．附置場所の特例  
■隔地制度（敷地外での駐⾞場確保）を 

認める要件の明確化              ･･･4-(1) 

４．荷さばきのための駐⾞施設 
■荷さばき駐⾞施設を確保する対象地域の拡⼤・・・3-(1) 

 

１．対象地域 
商業地域，近隣商業地域，駐⾞場整備地区 

２．対象建築物の⽤途及び規模 
特定⽤途（店舗，事務所等）：床⾯積が 1,500 ㎡超 
⾮ 特 定 ⽤ 途 （ 住 宅 等 ）：床⾯積が 2,000 ㎡超 

３．附置義務台数の算定式 
特 定 ⽤ 途 ：（特定⽤途床⾯積-1,500）÷300 ㎡ 
⾮特定⽤途：（⾮特定⽤途床⾯積-2,000）÷450 ㎡ 

４．荷さばきのための駐⾞施設 
対象地域：駐⾞場整備地区 
対象⽤途：特定⽤途 
附置義務台数の算定式：特定⽤途床⾯積÷6,000 ㎡ 

５．⾞いす利⽤者のための駐⾞施設 
対象建築物：店舗，病院等 
規 模：附置義務台数の 1/100 

現  状 

 
現状，制度に無い事項 

６．附置場所の特例 
市⻑が敷地内に設けることが著しく困難⼜は不適当と認め
て承認した場合は，当該建築物の敷地から概ね 300ｍ以
内の場所に駐⾞施設を設けることができる。 
  ※敷地内確保が原則 
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3-(1)荷さばき駐車施設を確保する対象地域の拡大（第 4 条）       

  荷さばき駐車施設は，平成 8 年の条例改正

において，商業地域のうち，特に商業・業務

機能が集積し，物流活動が活発な都心部及び

広域拠点において路上荷さばき対策が急務で

あったことから，このエリアをカバーしてい

る「駐車場整備地区」を対象地域としていま

したが，近年，「商業地域」全域において，荷

さばき駐車需要が高いことから，対象地域を

「商業地域」に拡大します。 

 

 

 

 

3-(2)自動二輪車駐車施設の確保（第 3 条の 2，第 5 条の 2） 

  近年，自動二輪車の保有台数が増加しており，都心部などにおいては，違法駐車も見

られることから，自動二輪車の駐車施設の設置を新たに義務付けます。 

 

 

 

 

 

3-(3)都心部における施策 

① 公共交通利用促進措置の実施による附置義務台数の低減（第 3 条，第 8 条の 3） 

  公共交通の利便性が高い都心部（天神・博多）において，公共交通利用促進措置が実

施される建築物に対して，附置義務台数を低減します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．条例の見直し内容 

【現行】 
・対象地域：駐車場整備地区 
・対象用途：特定用途（店舗，事務所等） 
・原 単 位：面積 6,000 ㎡あたり１台 

【見直し案】 
・対象地域：商業地域 
・対象用途：特定用途（店舗，事務所等） 
・原 単 位：面積 6,000 ㎡あたり１台 

・対 象 地 域：商業地域，近隣商業地域 
・対象建築物：特定用途（店舗，事務所等） 
・原 単 位：【店舗】面積 3,000 ㎡あたり１台 

  【その他の特定用途】面積 5,000 ㎡あたり１台 

※敷地内確保が原則。やむを得ない場合は附置場所の特例を承認 
※自動車駐車場 1 台を自動二輪車駐車場 5 台に振りかえることも可能 

・対象エリア：鉄道駅の改札口から 500ｍ（天神・博多） 

＜公共交通利用促進措置の例＞ 

・公共交通利用者への割引サービスや運賃補助，鉄道駅への地下通路等の接続など 

※低減できる台数は，附置義務台数の 40％を上限とする 

※公共交通利用促進措置の実施状況を毎年報告 

《対象エリア》 

⾹椎地区 

⼤橋地区 

都⼼地区 ⻄新・藤崎地区 

博多地区 500ｍ圏域 

天神地区 500ｍ圏域 

祇園駅 

天神南駅 

天神駅 

⻄鉄福岡 
(天神)駅 

博多駅 

呉服町駅 

中洲川端駅 

⾚坂駅 

渡辺通駅 



② 天神中心部における駐車場の隔地化と集約化（第 8 条，第 8 条の 2） 

  天神中心部は，自動車の発生集中量が最も多い地区であり，

天神交差点や天神橋口交差点が主要渋滞箇所に選定される

など，交通混雑が見られます。 

  さらに，国家戦略特区として航空法の高さ制限の特例承認

が認められたことなどを契機に民間開発の機運が高まりを

見せており，条例制定以前に建築された駐車場が設置されて

いない建築物が，現状の附置義務制度に基づき建て替わるこ

とで，駐車場が増加し，都心部への自動車の流入増が見込ま

れるため，交通混雑緩和を図る取り組みとして，一定のエリ

アを定め，エリア外への駐車場の隔地化を促します。 

  また，駐車場出入口付近における歩行者との交錯や交通混雑を低減するため，駐車場

出入口の共同化や駐車場の集約化を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-(1)隔地制度（敷地外での駐車場確保）を認める要件の明確化 

  これまで，個別の敷地状況により敷地外確保の特例を承認してきましたが，特例を認

める要件を明確化します。 

 

 

 

 

 

 

4-(2)附置場所の特例の適用，都心部における施策の審査体制について 

附置場所の特例の適用や，都心部における施策の運用にあたっては，敷地形状，敷

地周辺の道路や交通状況，地域特性に応じたまちづくりの視点などから判断する必要

があるため，関係部署からなる審査体制を設けます。 

 

 

平成２９年４月１日 

・対象エリア：天神中心部の幹線道路で囲まれたエリア 

・附置場所の特例 

（１）隔地先は，敷地から概ね 500ｍ以内の場所，または別途定める駐車場 

※「荷さばきのための駐車施設」「車いす利用者の駐車施設」は原則敷地内 

（２）対象エリア内への隔地は原則認めない 

※対象エリア内の建築物については，駐車場の集約化など，交通処理上有効と認められ

る場合，エリア内の隔地も可能とする 

《対象エリア》 

【主な要件案】 

・敷地が自動車の出入口を設けてはならない部分のみに面している場合 

・建築物の増改築等において，附置義務増加分を設置するスペースがない場合 

・敷地面積が 500 ㎡以下である場合 

・敷地内に駐車場を確保することで，周辺交通への負荷が大きい場合   など 

※隔地駐車場の管理状況を毎年報告 

４．条例の見直しにあわせた新たな取り組み 

５．施行期日 



 
 
 
 

市全体の自転車放置率は減少傾向にあるが，天神・博多駅地区などの都心部では，依然

として放置自転車が見られるため，公共駐輪場の整備だけではなく，施設の更新時期をと

らえ，駐輪需要に応じた利用しやすい附置義務駐輪場を確保する仕組みが必要なことから，

条例の見直しを行うもの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例の一部を改正する条例案 

２．現在の附置義務制度と見直し案の概要 

１．改正理由 

【放置自転車の状況（博多駅地区）】 【放置自転車の状況（天神地区）】 

放置自転車 

全国ﾜｰｽﾄ 1 

3,500 
2,970 

1,210 

360 

0台

2,000台

4,000台

6,000台

8,000台

10,000台

H15 H22

2,550 

5,430 

4,220 

760 

0台

2,000台

4,000台

6,000台

8,000台

10,000台

H15 H22

5,560 5,190 
5,810 5,780 

670 
720 

700 430 

3,700 

4,700 

H24 H25 H26 H27
収容
台数
収容
台数

放置台数

駐輪台数

附置

義務

市営
4,520 4,130 4,610 4,780 

450 
270 

610 310 

2,720 

3,500 

H24 H25 H26 H27
収容
台数

附置

義務

市営

放置台数

駐輪台数

敷地内確保が原則 

１．対象地区⼜は地域 
⾒直し無し 

２．対象施設の⽤途及び規模 
３．附置義務台数の算定式 

 ■対象施設の追加・附置義務台数算定式の⾒直し 

                              ・・・3-(1) 

⾒直し案 

４．新たに追加する事項 
■利⽤しやすい駐輪場の確保・・・3-(2) 

３．附置義務台数の算定式  
店 舗：店舗床⾯積÷20 ㎡ 
銀 ⾏：店舗床⾯積÷25 ㎡ 
遊 技 場 ：店舗床⾯積÷10 ㎡ 
専修学校等：学校床⾯積÷20 ㎡ 
事 務 所 ：事務所床⾯積÷70 ㎡ 

※床⾯積が 5,000 ㎡を超える部分は，1/2 を乗じる。 
 ※最低台数を 20 台とする。 

１．対象地区⼜は地域 
商業地域，近隣商業地域 

２．対象施設の⽤途及び規模 
店 舗：店 舗 床 ⾯ 積 400 ㎡超 
銀 ⾏：店 舗 床 ⾯ 積 200 ㎡超 
遊 技 場：店 舗 床 ⾯ 積 200 ㎡超 
専修学校等：学 校 床 ⾯ 積 400 ㎡超 
事 務 所：事務所床⾯積 1,400 ㎡超 

現  状 

 
現状、制度に無い事項 



 

３-(1)対象施設の追加・設置義務台数算定式の見直し（第 3 条，第 5 条） 

  駐輪場の利用状況や周辺の放置自転車の状況を踏まえ，飲食店，カラオケボックス，レ

ンタルビデオ店を附置義務の対象施設に追加するとともに，設置基準についても見直しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-(2)利用しやすい駐輪場の確保（第 6 条，第 9 条，第 9 条の 2） 

① 附置場所の特例 

現在の条例では，敷地内確保が原則となっていますが，

例えば，駐輪場を集約化してわかりやすい位置に駐輪場の

出入口を確保することや，地下街に接続できる利便性の高

い場所に駐輪場を集約するなど，街区単位での集約化を可

能とします。 

② 届出項目の追加 

駐輪場の利用時間の制限などにより利用率が低い附置義

務駐輪場もあることから，利用時間や料金体系を届出項目

に追加します。 

 

 

平成２９年４月１日 

 

３．条例の見直し内容 

※床面積が 5,000 ㎡を超える部分は，1/2 を乗じる。 ※最低台数を 20 台とする。 

《街区単位での集約化のイメージ》 

４．施行期日 

対象外20㎡/台

遊技場 200㎡を超えるもの 10㎡/台

新基準

飲食店，カラオケボックス 400㎡を超えるもの

基準面積

20㎡/台

10㎡/台

20㎡/台

70㎡/台

旧基準

専修学校等 400㎡を超えるもの 20㎡/台

事務所 1,400㎡を超えるもの

基準面積対象施設の用途 対象施設の規模（床面積）

小売店舗（百貨店・ｽｰﾊﾟー ﾏｰｹｯﾄ等），
レンタルビデオ店

400㎡を超えるもの

銀行 200㎡を超えるもの 30㎡/台 25㎡/台

40㎡/台

130㎡/台




